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第 1 章 公共施設見直しの基本的な考え方  

第 1 節 公共施設見直し方針の位置付け 

（1）これまでの公共施設マネジメントの取組 

調布市（以下「市」という。）では，これまでも公共施設を総合的かつ計画的に管

理，活用する公共施設マネジメントに継続して取り組んできました。 

平成１７年度には，第２次行財政改革アクションプランに基づき，仙川保育園の

複合化を含む建替えや，市民センターの廃止などを位置付けた第１次公共施設見直

し計画を策定しました。平成１８年度には，木島平山荘の廃止や神代出張所機能移

転の方向性を位置付けた，第２次公共施設見直し計画を策定するなど，計画に位置

付けた取組を進めてきました。また，平成２１年度には，第３次行財政改革アクシ

ョンプランに基づき公共建築物維持保全計画を策定し，平成２２年度以降，現在に

至るまで，継続して計画的な維持保全に取り組んでいます。 

平成２７年度には，行革プラン２０１３及び２０１５に基づき，前年度に実施し

た公共施設基礎調査の結果を活用して，市における公共施設の現状や課題などを整

理した公共施設白書を作成し，また，平成２８年度には，今後の公共施設等の総合

的かつ計画的な管理に関する市の基本的な考え方を示す公共施設等総合管理計画

（以下「総合管理計画」という。）を策定しました。平成３０年度は，総合管理計画

で示した「最適化に向けた適正な配置と総量の抑制」などの基本方針に基づき，組

織横断的な連携の下，個別施設の今後の在り方，方向性の検討に取り組みました。 
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第２次行革アクションプラン 第３次行革アクションプラン 第４次行革アクションプラン 行革プラン2013・2015

・公共施設再配置計画の
  策定を位置付け

・公共建築物維持保全計画
　の策定を位置付け

・公共建築物維持保全計画
　の推進を位置付け

・公共施設白書の作成を位置付け
・総合管理計画策定とそれに基づく取組を位置付け 
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【図表 1】 これまでの公共施設マネジメントの取組 
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公共建築物維持保全計画に基づく継続的取組 
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（2）公共施設見直し方針の策定 

国が策定したインフラ長寿命化基本計画（平成２５年１１月策定）において，地方

自治体は，２０２０（平成３２）年度頃までに個別施設ごとの長寿命化計画として，

個別施設計画を策定することが求められています。 

市では，質の高い市民サービスを将来にわたり提供できる「持続可能な市政経営」

の確立を目指して，公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な考え方

を示す総合管理計画を平成２８年度に策定しました。その基本方針として，最適化に

向けた適正な配置と総量の抑制のほか，適切な維持管理・運営の推進，民間活力等の

活用を位置付け，長期的な視点による公共施設マネジメントを推進することとして

います。この基本方針等に基づき，個別施設の今後の在り方，方向性の検討を行いな

がら，２０２０（平成３２）年度において，国から策定を求められている個別施設計

画に相当する (仮称)公共施設マネジメント計画を策定することとしています。 

平成３０年度においては，(仮称)公共施設マネジメント計画策定に向けた取組と

して保育園，図書館，地域福祉センター等の公共施設の分類ごと，機能見直しの視点

や公共施設マネジメントの取組時期などの検討を踏まえ，今後の見直しの方向性や

検討の視点などを示す公共施設見直し方針を策定することとしました。 

公共施設見直し方針の策定に当たっては，施設所管課との複数回の意見交換をは

じめ，副市長と各部長等で構成する公共施設等マネジメント推進検討会議などを活

用する中で組織横断的な連携を図りつつ，全庁的な検討を行いました。 

また，後期基本計画及び行革プラン２０１９の策定と併行，連携しながら，タウン

ミーティング（ちょうふ未来会議）の開催やパブリック・コメント手続の実施のほ

か，市内で開催されるイベントなどに「公共施設みなおし隊」として参加しての情報

提供やアンケート調査などに取り組むなど，適時適切な情報提供や御意見を伺う中

で公共施設見直し方針の策定に取り組みました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 2】 公共施設見直し方針の位置付け 
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（3）（仮称）公共施設マネジメント計画策定に向けた取組 

市では，（仮称）公共施設マネジメント計画の策定に向けて，総合管理計画の基本

方針として示した「最適化に向けた適正な配置と総量の抑制」等の観点から，公共施

設の分類ごと，今後の見直しの方向性や検討の視点などを示す公共施設見直し方針

を平成３０年度に策定することとしました。 

公共建築物維持保全計画については，次期基本計画の策定に向けて，平成３０年度

において，劣化度調査や耐久性調査の結果等を踏まえたシミュレーションシートの

時点修正を行うとともに，その後は２０２０（平成３２）年度に策定予定の（仮称）

公共施設マネジメント計画に統合していく予定です。 

また，学校施設整備方針に基づく，今後における学校施設の維持保全や集約・複合

化などの具体的な取組については，他の公共施設と同様，組織横断的な連携の下，総

合管理計画の基本方針等に基づく多角的な検討を行い，（仮称）公共施設マネジメン

ト計画の中で定めていくこととしています。 

（仮称）公共施設マネジメント計画の策定過程においては，引き続き，イベントな

どに参加しての情報提供やアンケート調査のほか，説明会の開催や利用者懇談会へ

の参加など，適時適切な情報提供と意見聴取に努めます。 
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【図表 3】 （仮称）公共施設マネジメント計画の策定に向けた取組 

※学校施設の維持保全・複合化等の具体的な取組も（仮称）公共施設マネジメント計画で定めます。 
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第 2 節 公共施設マネジメントの必要性 

全国の地方自治体では，昭和３０年代半ばからの高度経済成長期に多くの公共施設を

整備しており，今後，これらの施設の多くが一斉に更新の時期を迎えることとなります。 

また，地方自治体を取り巻く厳しい財政状況に加えて，今後における総人口の減少

や生産年齢人口の減少，超高齢社会の進行に伴う税収の減少や社会保障関係経費の

増大などにより，各地方自治体において，現在の公共施設の全てを維持していくこと

が困難になる状況を想定しています。このような「公共施設の更新問題」は全国的な

課題となっており，市においても，今後の公共施設の維持管理，更新等に関する様々

な課題に対応していくため，長期的な視点で公共施設マネジメントに取り組む必要

があります。 

 

（1）公共施設における課題 

総合管理計画の策定に当たって整理した，市の公共施設を取り巻く現状と将来の

見通しからは， 

① 総人口や年代別人口の将来見通し（３０年後の人口構造の変化） 

② 公共施設の老朽化 

③ 公共施設の管理運営・改修・更新費の縮減，負担の平準化 

  といった３つの課題が挙げられます。それぞれの内容は次のとおりです。 

 

「調布市の将来人口推計（基本推計）」（平成３０年３月）で示した３０年後の人口動

向は，総人口はほぼ横ばいで推移するものの，年少人口と生産年齢人口は減少，老年

人口は大幅な増加を予測しています。これらにより，生産年齢人口の減少による税収

の減少や超高齢社会の進行による一層の社会保障関係経費の増大などによる財政の

硬直化，公共施設に関する市民ニーズの変化などを想定しています。 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図表 4】 総人口と人口 3 区分別人口の推移 
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出典：「調布市の将来人口推計」（平成 30 年 3 月）  

平成 29 年は実績値，2021 年（平成 33 年）以降は推計値 

[基本推計]  

① 総人口や年代別人口の将来見通し（３０年後の人口構造の変化）

（総合管理計画策定時より一部数値等を時点修正しています。）
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市では，高度経済成長期から昭和５０年代にかけて多くの公共施設を整備し，なか

でも学校施設の整備を集中的に行ってきました。これらの施設は建設から３０年以

上経過しており，延床面積では全体の約６割を占めています。更に学校施設に限ると

建設後３０年以上経過している割合が８割以上となっています。 

一般的に建築物は建設から６０年を経過すると更新する必要があるとされている

ため，今後３０年間の計画期間において，延床面積では全体の約６割の公共施設，学

校施設に限ると８割以上について更新が必要となることが見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設について，平成２９年度以降の３０年間における改修・更新費を推計する

と約１４６５億円，１年当たりの平均では約４９億円となり，平成２５年度から平成

２７年度までの過去３年間における改修費の実績の平均である約２７億円の約  

１．８倍が必要となることを見込んでいます。また，市における公共施設全体の管理

運営にかかる費用は，平成２８年度で年間約１５０億円となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 5】 建設年度別施設分類（中分類）別延床面積（市有面積） 
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【図表 6】 計画期間中に発生が見込まれる改修・更新費の推計 

大規模改修（31年以上経過分） 大規模改修（計画分） 更新費

③ 公共施設の管理運営・改修・更新費の縮減，負担の平準化

② 公共施設の老朽化 

出典：「調布市公共施設等総合管理計画」（平成 29 年 3 月） 

出典：「調布市公共施設等総合管理計画」（平成 29 年 3 月） 
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≪ポイント≫公共施設に係る費用の推計値と実績額の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）総合管理計画における目的と目標 

 

これまで述べてきたように，公共施設を取り巻く環境は，今後，一層厳しくなるこ

とが予想されます。そのような中にあっても，市では，質の高い市民サービスを将来

にわたり提供できる「持続可能な市政経営」の確立を目指して，公共施設の総合的か

つ計画的な管理に取り組むこととしています。 

公共施設マネジメントの推進に当たっては，公共施設の適正な配置・総量の抑制と

併せて，老朽化に対応した適切な維持保全や更新のほか，管理運営・改修・更新費の

縮減，負担の平準化について，民間活力の活用等を踏まえながら取り組むこと，ま

た，公共施設の適正な配置と総量の抑制に当たっては，今後３０年間の計画期間を見

据えて公共施設の全体数や床面積等は抑制を図る一方で，施設の機能は市民ニーズ

を踏まえて現行のサービス水準を維持することを基本に，集約・複合化，多機能化，

アウトソーシング等に取り組むこととしています。 

 

全国的に人口が減少している中で，平成３０年３月に公表している「調布市の将来

人口推計（基本推計）」では，市の人口のピークは２０２８（平成４０）年頃になる

ものと見込んでおり，それまでの間，人口は増加傾向で推移するものと想定していま

す。 

そのため，人口増加に応じて施設の需要も増加するものと想定しており，計画期間

（３０年間）の当面は，「公共施設の全体数や床面積，管理運営・改修費の抑制」に

取り組むこととしています。  

 管理運営費には平成 28 年度に相当する額，改修費には平成 25 年度から平成 27 年度

まで平均額と同等の年間経費が今後発生すると仮定して試算します。 

 

これまでと同じ延床面積で施設を保有し続け，同様のサービスを提供する場合，今後

30 年間で管理運営費と改修・更新費として，全体で約 5,970 億円が必要になると推計

しています。 

（管理運営費約 150 億円＋改修・更新費約 49 億円）×30 年＝約 5,970 億円  Ａ  

 

 一方で実際に施設に支出した管理運営・改修費は年間約 177 億円となるため，今後

30 年間，現在の規模で支出した場合，約 5,070 億円となります。 

 （管理運営費約 150 億円＋改修費約 27 億円）×30年＝約 5,310 億円  Ｂ  

 

  Ａ  約 5,970 億円と  Ｂ  約 5,310 億円の差額約 660 億円が，今後 30 年間を通じ

た財源不足額として想定されます。 

目 的 

目 標 
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第 1 章 公共施設見直しの基本的な考え方 第 2 節 公共施設マネジメントの必要性 

（3）総合管理計画における基本方針 

総合管理計画では，計画期間（３０年間）の当面の目標として，「公共施設の全体

数や床面積，管理運営・改修費の抑制」に取り組むことを定めており，目標達成に向

けて３つの基本方針を掲げています。 

今後は，これらの基本方針に基づき，持続可能な市政経営の確立に資する公共施設

マネジメントを推進していくこととしています。 

 

 

公共施設では様々な市民サービスを提供していますが，必ずしも専用の施設がな

いと市民サービスの提供ができないわけではありません。「市民サービス＝施設」の

考え方から脱却し，機能維持を図りながら，公共施設の最適化に向けた適正な配置と

総量の抑制に必要な方策を検討し，取り組んでいきます。 

【実施方針】 
 ①市民サービス提供の在り方の検討 ②集約・複合化，多機能化の検討 ③市民サービス機

能の再編の検討 ④多目的施設の検討 ⑤目標値設定を見据えた適正な施設保有量の検討 

 

 

公共建築物については，公共建築物維持保全計画の４つの基本方針である「安全か

つ良好な機能の維持」，「安定的かつ継続的に使用するための長寿命化」，「維持保全

に係るコストの最適化」，「外部に与える環境負荷の低減」を基本として維持保全に

取り組んでいますが，計画策定後の社会状況等の変化や新しい視点を踏まえながら，

更に取組を推進していきます。 

【実施方針】 
①長寿命化によるライフサイクルコストの縮減 ②計画的で適切な維持管理の推進  
③財政負担の縮減，平準化 ④利用者負担の適正化の検討 ⑤施設管理の一元化の検討 
⑥アウトソーシングの活用 ⑦公共施設の安定的な運営 ⑧防災機能の強化  
⑨その他（建設コストの縮減，環境負荷の低減等） 

 

 

行政と民間事業者等との役割分担の下，市民サービスが適切に提供されることに

留意しつつ，費用対効果などを総合的に考慮したうえで，民間でできることは民間に

委ねるという考えの下，民間活力等の活用を検討し，取組を進めていきます。 

また，限られた財源の中で，質の高い市民サービスを持続的に提供していくには，

多様な主体との連携による取組が効果的・効率的であることから，行政外部の視点か

らの意見も参考にしながら，財源確保の観点も含め，国や東京都，教育機関，民間企

業等との連携を図る中で効率的な事業手法の導入を検討し，取組を進めていきます。 

【実施方針】 
①ＰＰＰ（官民連携），ＰＦＩの推進 ②他の行政主体等との連携 
③公有財産の有効活用の推進  

基本方針１ 最適化に向けた適正な配置と総量の抑制

基本方針 2 適切な維持管理・運営の推進

基本方針 3 民間活力等の活用 
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第 3 節 機能見直しの前提 

公共施設には，一つの建築物（ハコ）に一つの施設を設置しているものもあれば，

複数の施設を設置しているものもあります。一方で，学校施設など，一つの施設の中

に校舎や体育館など複数の建築物を設置しているものもあります。このように公共

施設は，必ずしも「施設数」＝「建築物数」とは限りません。 

また，施設の機能は行政目的を達成するためのサービス提供を行う仕組みであり，

一つの施設に一つだけとは限らず，複数の機能がある場合もあります。 

これらのことから，機能の見直しに当たっては，「建築物」，「施設」及び施設の「機

能」を整理しながら検討を進める必要があるため，以下の事項を前提として検討を進

めます。 

 
本書における用語の定義 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 
 
   

                            

  

 

 

 

 

 

施 設 建築物 機 能 

小学校
校舎

Ｅ 学校教育機能（小学校） 
体育館

ふれあい

給食室
校舎 Ｆ 

学童 

クラブ 複合

建築物

Ｂ 保育機能 （学童クラブ） 

ユーフォー Ｇ 居場所機能 （ユーフォー）

EE

FF

BB

GG

建築物  >  施設  >  機能 

【図表 7】 建築物，施設，機能が複合的に組み合わされている公共施設の例 

建築物 施 設 機 能 

複合 

建築物

児童館・

学童クラブ

Ａ 健全育成機能 （児童館）

Ｂ 保育機能（学童クラブ） 

Ｃ 交流機能（子育てひろば）

保育園

Ｄ 相談機能 （育児相談）

Ｂ 保育機能 （保育） 

Ｃ 交流機能 （地域交流）

AA
BB
CC
DD
BB
CC

例１）一棟の建築物に複数の施設を配置している場合（複合施設） 

用語 定 義 

建築物 建築基準法で規定する建物 

施設 行政目的を達成するための場所 

機能 行政目的を達成するための仕組み・役割（人，モノのはたらき） 

施設  >  建築物  >  機能 

例２）小学校敷地に複数の施設・建築物を配置している場合 
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第 4 節 公共施設見直し方針の対象とする施設分類等 

公共施設見直し方針において対象とする施設分類等は，平成３０年４月１日時点

で，施設分類数は７８分類，施設数は３０２施設，建築物の棟数は３６３棟となって

います。 

 

 

 

 

建築物棟数

事務所施設 6 分類 6 施設 10 棟 

その他事務所施設 1 分類 4 施設 0 棟 

児童福祉施設 8 分類 53 施設 55 棟 

老人福祉施設 6 分類 12 施設 13 棟 

社会福祉施設 12 分類 14 施設 15 棟 

コミュニティ
施設 コミュニティ施設 2 分類 28 施設 28 棟 

市営住宅
市営住宅 1 分類 7 施設 24 棟 

小学校 1 分類 20 施設 78 棟 

中学校 1 分類 8 施設 40 棟 

文化施設 3 分類 3 施設 3 棟 

社会教育施設 14 分類 45 施設 46 棟 

体育施設 7 分類 26 施設 13 棟 

防災施設 4 分類 20 施設 20 棟 

交通安全施設 4 分類 46 施設 8 棟 

その他の施設 8 分類 10 施設 10 棟 

計 78 分類 363 棟 302 施設 

地域福祉センター，ふれあいの家

市営住宅

文化・教育
施設 小学校

102 施設 

中学校

文化会館たづくり，グリーンホール，せんがわ劇場

郷土博物館，郷土博物館分室，文化財資料室，深大寺
水車館，博物館収蔵資料保管庫，武者小路実篤記念
館，公民館，中央図書館，図書館分館等，ユーフォープレ
イルーム，青少年交流館，八ケ岳少年自然の家，多摩川
自然情報館，佐須農の家

総合体育館，総合体育館第２駐車場，西調布体育館，
市民大町スポーツ施設，市民プール，屋外運動施設，
学校の体育施設（学校使用時以外の一般使用）

その他 消防団機械器具置場，被災者一時宿泊施設大型備蓄倉
庫，防災備蓄倉庫，災害対策用資材倉庫

76 施設 

自転車等駐車場，自転車等保管所，子ども交通教室，
国領駅南口市営駐車場

市民プラザあくろす（貸館），市民プラザあくろす男女共同
参画推進センター，市民プラザあくろす産業労働支援セン
ター，市民プラザあくろす市民活動支援センター，
第七中学校不登校特例校分教室「はしうち教室」・適応
指導教室「太陽の子」，
仙川中継ポンプ場，利再来留（リサイクル）館，資材倉庫

事務所施設 市役所庁舎，ごみ対策課事務所，歴史資料整理室，
神代出張所，クリーンセンター，教育会館

10 施設 

庁舎外庁用駐車場

福祉施設 保育園，児童館・学童クラブ，小学校併設型学童クラブ，
単独設置型学童クラブ，青少年ステーション（CAPS），
子ども発達センター，子ども家庭支援センターすこやか，
共同実施型家庭的保育施設（ちいはぐ・仙川）

79 施設 

ちょうふの里，国領高齢者在宅サービスセンター，
入間町地域密着型認知症ディサービス，シルバーピア，
老人憩の家，ふれあい給食室等

総合福祉センター，知的障害者援護施設，デイセンター
まなびや，希望の家，障害福祉サービス施設，障害者地
域生活・就労支援センターちょうふだぞう，知的障害者援
護施設すまいる分室，知的障害者グループホーム，ここ
ろの健康支援センター，健康活動ひろば，医療ステーショ
ン，シルバー総合センター

大分類 中分類 中分類に含まれる施設分類
施設

分類数

参　　考

施設数
※

【図表 8】 公共施設見直し方針の対象とする施設分類  平成 30 年 4月 1日時点

※建築物棟数については，複合施設を勘案しない延べ数としています。

※対象とする建築物は延床面積が概ね 50 ㎡以上を対象としています。
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第 5 節 公共施設見直し方針の目的と概要 

（1）公共施設見直し方針の目的 

２０２０（平成３２）年度に予定している個別施設の在り方・方向性を示す「（仮称）

公共施設マネジメント計画」の策定に向けて，総合管理計画の基本方針に基づき，公共

施設見直しの方向性や検討の視点など，基本的な考え方を整理することを目的として

います。 

 

（2）公共施設見直し方針の概要 

    （仮称）公共施設マネジメント計画の策定に向けて，総合管理計画の基本方針に基づ

き，保育園・図書館・地域福祉センターなどの公共施設の分類ごと，施設機能や提供す

るサービスの把握・整理を行うほか，施設機能見直しの視点による検討や，公共施設マ

ネジメントの取組時期の検討などを踏まえて，今後の見直しの方向性や検討の視点の

ほか，長寿命化や適正配置の考え方などを整理しています。 

 

 

【公共施設見直し方針で定める主な内容と該当頁】 

  

 第 1章 公共施設見直しの基本的な考え方 

第６節 機能見直しの基本的な考え方.................................11 

(1) 市民サービス・機能の整理...................................12 

(2) 機能見直しの視点に基づく整理...............................12 

(3) 公共施設マネジメントの取組時期に関する検討.................15 

(4) 施設分類ごとの見直しの方向性（検討の視点）.................16 

第 2 章 公共施設見直しの手法...........................................17 

第 3 章 建築物の長寿命化に関する考え方.................................22 

第 4 章 公共施設の適正配置に関する考え方...............................24 

第 5 章 まちづくりと連動した土地利用の見直し検討の考え方...............26 

第 6 章  施設分類ごとの見直しの方向性（検討の視点）.....................27 

    施設分類一覧.................................................28 

    市庁舎 29，神代出張所 31，保育園 35，児童館・学童クラブ 36， 

老人憩の家 48，総合福祉センター50，地域福祉センター58， 

ふれあいの家 59，市営住宅 60，小学校 61，中学校 63， 

文化会館たづくり 64，グリーンホール 65，郷土博物館 67， 

公民館 71，中央図書館 72，図書館分館等 73，総合体育館 77， 

屋外運動施設 80 など 

  第 7 章 公共施設の集約・複合化・官民連携のモデル事業の検討イメージ.....96 
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第 1 章 公共施設見直しの基本的な考え方 第 6 節 機能見直しの基本的な考え方 

 施設名称 所在地 建設年度

市役所庁舎 小島町2丁目35番地1 1971 

市
民
サ
ー
ビ
ス
・
機
能 

設置目的 

根拠 

○地方自治法 
〔事務所の設置又は変更〕 
第 4 条 地方公共団体は，その事務所の位置を定め又はこれを変更しようと
するときは，条例でこれを定めなければならない。 
2 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当っては，住民の利用に
最も便利であるように，交通の事情，他の官公署との関係等について適当な
考慮を払わなければならない。 
○調布市の事務所の位置条例 
地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 4 条第 1 項の規定により，調布市役
所の位置を次のとおり定める。 
 東京都調布市小島町 2丁目 35 番地 1 

提供 

サービス 

「戸籍・住民票・印鑑登録」「健康保険・年金」「税金」「ごみ・リサイクル」
「交通・駐輪場」「住まい」「下水道・ライフライン」 
「消費・生活」「地域活動・市民活動」「人権・平和」等 

機
能
の
整
理 

機能 

市民サービス提供の視点 
○：高 △：中 

民間活力 
活用の視点 
○：高 
△：中 

ICT 等 
活用の視点
○：高 
△：中 

市全体で見た 
市民ニーズの傾向 

行政関与の 

必要性 

行政等が 
主体で 

ある必要性 

過去
 

～2012

現在
 

2013～22

将来
(中期)
2023～30

将来
(長期)
2031～

事務所機能 ○ ○ ○ ○ ↗ ↗ → ↘ 
窓口機能 ○ ○ ○ ○ ↗ → → ↘ 
相談機能 ○ ○ ○ ○ ↗ ↗ ↗ → 
議会機能 ○ ○ △ ○ → → → → 
防災機能 ○ ○ △ △ → → → → 

取
組
時
期 

取組時期 
防災上の 
位置付け 

市民生活 
への影響 

計画上の 
位置付け 

緊急性 
適時性 

市民意識 
（優先取組施設）

市民意識 
（利用状況） 

Ⅱ期以降 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

見
直
し
の
方
向
性 

<現市庁舎について>  

・来庁者の安全性・利便性の確保のほか，庁舎機能を維持した中での免震改修工事を着実

に推進する。【方針②】 

・今後３０年程度の使用を前提とした計画的な維持保全について，行革プラン２０１９に

位置付けたうえで検討，推進する。【方針②】 

<将来的な市庁舎の更新検討> 

・更新後に必要とされる面積規模を確保できる場所としては，現状では現敷地が最有力地

となることを踏まえ，将来的な市庁舎更新に向けて，現敷地における効率的な建替方法

などの検討に取り組む。【方針①】 

・財源確保方策としての新たな基金の設置に向け，必要な機能や整備手法など，行革プラ

ン２０１９に位置付けたうえで検討に取り組む。【方針①②】 

①当面維持 ②改善 ③移転 

④縮小 ⑤廃止 ⑥継続して検討 

Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 

① ① ① 

 

第 6 節 機能見直しの基本的な考え方 

市では，今後における個別の公共施設の在り方，方向性を示す（仮称）公共施設マネ

ジメント計画の策定に向けて，総合管理計画の基本方針として定める「最適化に向けた

適正な配置と総量の抑制」等の観点から公共施設機能の見直しを検討し，その内容を「【図

表９】見直しの方向性検討シート」として整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 9】見直しの方向性検討シート（例） 

 

※見直しの方向性・検討の視点が総合管理計画の基本方針
の１から３までのどれに該当するのかについて【方針
①】【方針②】【方針③】で記載しています。 

施 設 分 類ご と， 設 置 目的 や

現 状 で 提供 して い る 市民 サ

ー ビ ス やサ ービ ス を 提供 す

る た め の施 設機 能 を 把握 ，

整 理 （12 頁 参 照 ） 

市民サービス・機能の整理  

 

施 設 分 類ご と， 公 共 施設 の

持 つ 機 能を ３８ に 分 類し ，

① 市 民 サー ビス 提 供 の視 点

② 民 間 活力 の活 用 の 視点  

③ Ｉ Ｃ Ｔ等 活用 の 視 点  

④ 市 民 ニー ズの 視 点  

の ４ つ の機 能見 直 し の視 点

に よ る 整理 （12-14 頁 参 照 ）

施 設 分 類ご と，  

・ 防 災 上の 位置 付 け  

・ 市 民 生活 への 影 響  

・ 基 本 計画 上の 位 置 付け ・

関 連 等  

・ 緊 急 性・ 適時 性  

・ 市 民 意識 （優 先 取 組 施 設 ・

利 用 状 況 ） 

の６つの検 討 項 目 を踏 まえ，施

設 分 類 ごとの公 共 施 設 マネジ

メントの取 組 時 期 を総 合 的 に

検 討 （15 頁 参 照 ） 

機能見直しの視点に基づく整理 

公共施設マネジメントの取組時期

施設分類ごとの見直しの方向性（検討の視点） 

機 能 見 直し の視 点 に 基づ く整 理 や 取組 時期

の 検 討 を踏 まえ て ， （仮 称） 公 共 施設 マネ

ジ メ ン ト計 画に お け る２ ６年 間 の 計画 期間

で の 取 組に つい て 検 討し ます 。        

計 画 期 間に おけ る 取 組検 討に 基 づ き， Ⅰ期

か ら Ⅲ 期ま での 期 ご とに ，「 ① 当 面維 持」

「 ② 改 善」 「③ 移 転 」「 ④縮 小 」 「⑤ 廃

止 」 「 ⑥継 続し て 検 討」 のう ち い ずれ か，

も し く は複 数を 今 後 の見 直し の 方 向性 ・検

討 の 視 点と して 検 討 しま す。 （ 16 頁 参照 ）

 

方向性 具体的な方向性（例）

①当面維持 適切な部位改修を実施しつつ長寿命化

②改善 改築もしくは，改修を実施したうえで長寿命化

③移転 集約・複合化による機能移転

④縮小 サービス需要の低下などに伴う機能縮小

⑤廃止 集約・複合化による機能廃止

⑥継続して検討 適切な部位改修を実施しつつ今後の方向性を検討
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公共施設機能の見直しを検討する際には，次の「機能見直しの検討フロー」に基づ 

き，「市民サービス・機能の整理」をはじめ，「機能見直しの視点に基づく整理」，「公 

共施設マネジメントの取組時期に関する検討」，「施設分類ごとの見直しの方向性（検 

討の視点）の検討」に取り組むこととしています。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）市民サービス・機能の整理 

公共施設の機能見直しの検討に当たっては，それぞれの施設（分類）が有する機能

や提供するサービスを把握する必要があります。そのため，対象とする施設分類につ

いて，設置目的や現状で提供している市民サービスのほか，サービスを提供するため

の機能を把握し，整理します。 

 

（2）機能見直しの視点に基づく整理 

機能見直しの検討に当たっては，総合管理計画の基本方針として定める「最適化に

向けた総量の抑制や適正な配置」などの観点から，公共施設の持つ機能を３８に分類

し，以下の４つの機能見直しの視点による整理を行います。(14 頁「【図表 12】施設

機能ごとの見直しの視点による考え方」参照) 

 

【機能見直しの視点】 

① 市民サービス提供の視点 

市民サービス・機能の整理を踏まえ，行政がサービスを提供する必要性について

検討します。次頁の【図表 10】では，「行政が関与する必要性」，「行政等が主体で

ある必要性」に関する考え方について例示しています。 

 

 

    市民サービス・機能の整理【12 頁参照】 1 

    機能見直しの視点に基づく整理【12～14 頁参照】 2 

    施設分類ごとの見直しの方向性（検討の視点）の検討【16 頁参照】 4 

    公共施設マネジメントの取組時期に関する検討【15 頁参照】 3 

機能見直しの検討フロー 
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② 民間活力活用の視点 

民間事業者等との役割分担の下，市民サービスが適切に提供されることや，費用

対効果などを総合的に考慮したうえで，民間に委ねることが可能なものについては，

積極的に民間活力の活用を検討します。 

 

③ ＩＣＴ等活用の視点  

市民の利便性向上や費用対効果を総合的に考慮したうえで，ＩＣＴ等を活用し

た市民サービスの提供について検討します。 

 

④ 市民ニーズの視点 

過去，現在，将来の市民ニーズの傾向を踏まえた検討を行います。 

検討に当たっては，「人口の増減」，「人口構造の変化（年少人口減少，生産年齢人口

減少，老年人口増加）」，「社会環境の変化」，「市民ニーズの多様化」，「民間活力の活

用」，「ＩＣＴ等の活用による業務の効率化」などの視点から考え方を整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

【図表 10】 市民サービス提供の視点の考え方（例示） 

【図表 11】 市民ニーズの視点の考え方 

※市民ニーズの傾向における，過去，現在，将来については，基本構想期間に基づき，過去は第４

期基本構想期間以前（～2012 年），現在は第 5期（現行）基本構想期間（2013～2022 年），将来

（中期）は第 6期基本構想期間（2023～2030 年），将来（長期）は第 7 期基本構想期間以降

（2031 年～）としています。 

検討の視点 区分 市民サービス提供の視点の考え方（例示） 主なサービス等

行政が関与 

する必要性 

〇 
高 

・法令等で行政の関与が義務付けられているもの

・公益性・公平性等の観点から行政の関与が求め

られるもの 

・行政事務 

・義務教育 

・防災 など 

△ 
中 

・行政が関与しなくとも，市民サービスの適切な提

供が民間により行われているもの，もしくは民

間により行うことができるもの 

・介護 

・スポーツ 

・駐輪場 など

行政等が 

主体である 

必要性 

〇 
高 

・法令等で行政による直接的な実施が義務付けら

れているもの 

・公益性・公平性等の観点から行政による直接の実

施が求められるもの 

・行政事務 

・義務教育 

・ごみ処理 

・防災 など 

△ 
中 

・市民サービスの適切な提供を前提に民間に委ね

られているもの，もしくは委ねられるもの 

・保育 

・住宅 

・貸室 など 

市民ニーズの傾向 市民ニーズの傾向の要素（例示） 

↗  （上向き） ・人口の増減 ・人口構造の変化 ・社会環境の変化 

・市民ニーズの多様化 ・民間活力の活用  

・ＩＣＴ等の活用による業務の効率化 

→ （横ばい） 

↘  （下向き） 
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機 能 

市民サービス提供の視点

○：高 △：中 
民間活力

活用余地

○:高 

△:中 

ICT 等 

活用余地

○:高 

△:中 

市全体で見た 

市民ニーズの傾向 

行政関与の

必要性 

行政等が

主体で 

ある必要性

過去
～2012 

現在 
2013～22  

将来 

(中期) 
2023～30 

将来 

(長期)
2031～

1 事務所機能 ○ ○ ○ ○ ↗ ↗ → ↘ 

2 議会機能 ○ ○ △ ○ → → → → 

3 窓口機能 ○ ○ ○ ○ ↗ → → ↘ 

4 相談機能 ○ ○ ○ ○ ↗ ↗ ↗ → 

5 ごみ処理機能 ○ ○ ○ △ ↗ → → → 

6 倉庫機能 △ △ ○ △ ↗ → ↘ ↘ 

7 防災倉庫機能 ○ ○ △ △ → → → → 

8 保育機能 ○ △ ○ △ ↗ ↗ ↗ → 

9 健全育成機能 ○ △ ○ △ ↗ ↗ ↗ → 

10 交流機能 △ △ ○ △ → → ↗ ↗ 

11 居場所機能 △ △ ○ △ → ↗ ↗ ↗ 

12 特養機能 ○ △ ○ ○ ↗ ↗ ↗ ↗ 

13 介護機能 △ △ ○ ○ ↗ ↗ ↗ ↗ 

14 介護予防機能 △ △ ○ ○ → ↗ ↗ ↗ 

15 健康づくり機能 △ △ ○ ○ → ↗ ↗ ↗ 

16 リハビリ機能 △ △ ○ ○ → → → → 

17 診療所機能 △ △ ○ ○ → → → → 

18 療育機能 ○ ○ ○ △ → → → → 

19 支援機能 ○ △ ○ △ → → → → 

20 住宅機能 △ △ ○ △ ↗ ↗ ↗ ↗ 

21 学校教育機能 ○ ○ △ ○ ↗ ↗ ↗ → 

22 社会教育機能 ○ ○ △ ○ → → → → 

23 ホール機能 △ △ ○ △ → → → → 

24 文化・生涯学習機能 △ △ ○ △ → → → → 

25 コミュニティ機能 △ △ ○ ○ → → → → 

26 屋内運動機能 △ △ ○ △ → → → ↘ 

27 屋外運動機能 △ △ ○ △ → → → ↘ 

28 駐車場機能 ○ △ ○ ○ → → ↘ ↘ 

29 駐輪場機能 △ △ ○ ○ ↗ ↗ → ↘ 

30 自転車保管機能 ○ ○ ○ ○ ↗ ↘ ↘ ↘ 

31 防災機能 ○ ○ △ △ → → → → 

32 貸室機能 △ △ ○ △ ↘ ↘ ↘ ↘ 

33 飲食機能 △ △ ○ △ ↘ ↘ ↘ ↘ 

34 宿泊機能 ○ △ ○ △ ↘ ↘ ↘ ↘ 

35 防災宿泊機能 ○ ○ ○ △ → → → → 

36 展示機能 △ △ ○ △ → → → → 

37 歴史資料整理機能 ○ ○ ○ ○ → → → ↘ 

38 インフラ機能 ○ ○ ○ △ ↗ ↗ → → 

【図表 12】 施設機能ごとの見直しの視点による考え方 



  

 
15

第 1 章 公共施設見直しの基本的な考え方 第 6 節 機能見直しの基本的な考え方 

（3）公共施設マネジメントの取組時期に関する検討 

施設分類ごとに「防災上の位置付け」，「市民生活への影響」，「基本計画上の位置付

け・関連等」，「緊急性・適時性」，「市民の意識」の検討項目を踏まえて，総合的に施

設分類ごとの公共施設マネジメントの取組時期を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

検討項目 ◎ ○ △ 

１ 
防災上の 

位置付け 

地域防災計画において，

災害対策本部や避難場

所等に指定されている。

災害時でも業務を継続

する必要性がある。 
その他 

２ 
市民生活への 

影響 

施設が廃止されること

により，市民の日常生活

に支障が出るなど重大

な影響がある。 

施設が廃止されること

により，市民の日常生活

に影響がある。 

その他 

３ 
基本計画上の 

位置付け・関連等 

基本計画事業または行

革プランに位置付けら

れている。または関連性

が高い。 

基本計画事業又は行革

プランとの関連性があ

る。 

その他 

４ 緊急性・適時性 

法的要請，まちづくり，

コスト等の観点から速

やかに取り組む必要性

が高い。 

法的要請，まちづくり，

コスト等の観点から速

やかに取り組むことが

望ましい。 

その他 

５ 
市民の意識 

（優先して取り組む施設） 

平均割合 60％ 

市民アンケート※によ

り，優先的に維持すべき

施設として，優先度が高

い，やや高いと回答した

割合 

   60％以上 

市民アンケートにより，

優先的に維持すべき施

設として，優先度が高

い，やや高いと回答した

割合 

60％未満～40％以上

市民アンケートにより，

優先的に維持すべき施

設として，優先度が高

い，やや高いと回答した

割合 

40％未満 

６ 
市民の意識 

（施設の利用状況） 

平均割合 13％ 

市民アンケートにより，

市民が過去１年間で利

用したことがあると回

答した割合 

   13％以上 

市民アンケートにより，

市民が過去１年間で利

用したことがあると回

答した割合 

13％未満～7％以上 

市民アンケートにより，

市民が過去１年間で利

用したことがあると回

答した割合 

7％未満 

【図表 13】 施設分類ごとの公共施設マネジメントの取組時期に関する検討項目 

【図表 14】 施設分類ごとの公共施設マネジメントの取組時期

【参考】２０２０（平成３２）年度に策定予定の（仮称）公共施設マネジメント計画に

おける年度区分 

Ⅰ期：１０年【2021（平成 33）年度～2030（平成 42）年度】 

Ⅱ期： ８年【2031（平成 43）年度～2038（平成 50）年度】 

Ⅲ期： ８年【2039（平成 51）年度～2046（平成 58）年度】 

布市 施 す 市 （平成 年度実施）

取組時期 取組時期の考え方 

Ⅰ期 
適切な維持保全を実施しながら，概ねⅠ期で，施設機能の改善（改築，改修），

機能移転，縮小等への取組を検討する施設分類 

Ⅱ期以降 
適切な維持保全を実施しながら，概ねⅡ期以降，もしくは，人口動態や社会

状況の変化などを踏まえたうえで，必要に応じて，施設機能の改善（改築，

改修），機能移転，縮小等への取組を検討する施設分類 

※調布市の公共施設に関する市民アンケート（平成 28 年度実施）
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（4）施設分類ごとの見直しの方向性（検討の視点） 

機能見直しの視点に基づく整理や取組時期の検討を踏まえて，（仮称）公共施設マ

ネジメント計画における２６年間の計画期間での取組について検討します。 

計画期間における取組検討に基づき，Ⅰ期からⅢ期までの期ごとに，「①当面維持」， 

「②改善」，「③移転」，「④縮小」，「⑤廃止」，「⑥継続して検討」のうちいずれか，も

しくは複数を今後の見直しの方向性・検討の視点として検討します。 

なお，今後の方向性が「①当面維持」であっても，公共施設（主に全市対応施設や

小中学校施設）の増改築などを検討する際には，公共施設の適正配置に関する考え方

を踏まえ，長期的な視点による周辺地域の施設機能の集約・複合化などの具体的な方

策を検討し推進していくことで，個別施設の適正配置に向けて取り組むこととして

います。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

併せて，見直しの方向性（検討の視点）が総合管理計画の基本方針の１から３ま 

でのどれに該当するのかについて【方針①】【方針②】【方針③】で記載しています。 

  

   

 

【図表 15】 見直しの方向性における具体的な方向性の検討例 

見直しの方向性 具体的な方向性（検討例） 

① 当面維持 
・適切な維持保全（部位改修）を実施しながら施設を長寿命化 

・維持管理における民間活力等の活用 

② 改善 

・改築 

・機能改善を図る改修等を実施したうえで施設を長寿命化 

・施設の集約・複合化，多機能化に伴う機能の向上 

・施設整備等におけるＰＦＩ手法などの民間活力の活用 

③ 移転 ・施設機能の集約・複合化に伴う機能の移転 

④ 縮小 ・市民サービス需要の低下などに伴う機能の縮小 

⑤ 廃止 

・施設機能の集約・複合化に伴う機能の廃止 

・事業の民営化に伴う施設の譲渡 

・市民サービス需要の低下などに伴う機能の廃止 

・施設廃止，敷地の活用 

⑥ 継続して検討 
・必要最小限の維持保全（部位改修）を実施しながら継続して

今後の方向性を検討 

総合管理計画の基本方針 

【方針①】 基本方針１ 最適化に向けた適正な配置と総量の抑制 

【方針②】 基本方針２ 適切な維持管理・運営の推進 

【方針③】 基本方針３ 民間活力等の活用 

※総合管理計画の基本方針については７頁参照 




